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＜第２回 択一式 健保法 問５-Ｃ＞ 
 
Ｃ 任意継続被保険者が行う保険料の前納は、４月

から９月まで若しくは 10 月から翌年３月までの

６月間又は４月から翌年３月までの 12 月間を単

位として行うものとする。ただし、当該６月又は

12 月の間において、任意継続被保険者の資格を取

得した者又はその資格を喪失することが明らかで

ある者については、当該６月間又は 12 月間のう

ち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降

の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前

月までの期間の保険料について前納を行うことが

できる。 

（解答 ○ 健保令48条）

第４６回 社労士試験 問題 
〔択一式〕 健康保険法 【問３-Ａ】 
 
Ａ 任意継続被保険者が保険料を前納する場合

は、10 月から翌年３月までの６か月間又は４月

から翌年３月までの 12 か月間を単位として行う

ものとなっているが、当該６か月又は 12 か月の

間において、任意継続被保険者の資格を喪失す

ることが明らかである者については、当該６か

月間又は 12 か月間のうち、その資格を喪失する

日の属する月の前月までの期間の保険料につい

て前納を行うことができる。 

（解答 ○ ）※解答肢


